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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 災害時における住家被害認定調査等に関する協定の締結について 

所管部課名 地域のちから推進部地域調整課 

内 容 

災害時における住家被害認定調査等の円滑な実施を目的として、公益社団

法人東京都不動産鑑定士協会と協定を締結したので、次のとおり報告する。 

１ 協定名 

災害時における住家被害認定調査等に関する協定（別紙１参照） 

２ 締結日 

令和６年１月２２日（月） 

３ 締結の相手方 

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 

４ 協定内容 

（１）住家被害認定調査の補助

災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年３月内閣府（防災

担当））に基づき、足立区の職員と連携し、被災した住宅を訪問し、建

物全体、基礎、屋根、外壁、建物内部、設備等の被害状況を調査する業

務 

（２）り災証明書交付の補助

り災証明書の交付に関する区民からの相談への足立区の対応を補助

する業務 

（３）調査体制の整備

足立区が他の地方公共団体から職員の派遣を受けて住家被害認定調

査等を実施することとなった場合において、足立区が当該職員に対して

実施する研修を補助する業務 

（４）その他

前３号に掲げるもののほか、足立区が必要があると認める業務
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 ５ 協定締結自治体（令和６年１月末現在 東京１１区３市） 

№ 自治体名 締結時期 

１ 江戸川区 平成２９年 １月２４日 

２ 西東京市 平成２９年 ６月２９日 

３ 品 川 区 平成２９年１０月３１日 

４ 杉 並 区 平成３０年 ２月 １日 

５ 渋 谷 区 平成３０年 ４月１６日 

６ 港 区 平成３０年 ５月１１日 

７ 豊 島 区 平成３０年 ６月１２日 

８ 葛 飾 区 平成３０年 ７月２６日 

９ 国 立 市 平成３０年１２月２０日 

１０ 文 京 区 令和 ４年 １月２６日 

１１ 清 瀬 市 令和 ４年 ２月１４日 

１２ 江 東 区 令和 ４年 ９月 ６日 

１３ 千代田区 令和 ５年 ３月２７日 

１４ 足 立 区 令和 ６年 １月２２日 
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別紙１ 

災害時における住家被害認定調査等に関する協定書 

 足立区（以下「甲」という。）と公益社団法人東京都不動産鑑定士協会（以下「乙」とい

う。）は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第９０条の２

の規定による災害時におけるり災証明書の交付に関する業務（以下「住家被害認定調査等」

という。）の支援活動に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、足立区の区域内で法第２条第 1号に規定する災害が発生した場合（以 

下「災害時」という。）における住家被害認定調査等に関する乙の協力に関し、必要な事 

項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時に必要が生じた場合は、乙に対して住家被害認定調査等の実施につい

て協力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、住家被害認定調査等協力要請書（別紙様式第１号）により行 

うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭、電話、電子メール等により 

行い、事後において速やかに住家被害認定調査協力要請書を提出するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定による要請を受けた場合は、速やかに甲に協力するものとする。 

（協力内容） 

第３条 前条第１項の規定により協力を要請する住家被害認定調査等の業務は、次のとお 

りとする。 

（１）災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年３月内閣府（防災担当））に基

づき、甲の職員と連携し、被災した住宅を訪問し、建物全体、基礎、屋根、外壁、建 

 物内部、設備等の被害状況を調査する業務（以下「住家被害認定調査」という。） 

（２）り災証明書の交付に関する区民からの相談への甲の対応を補助する業務 

（３）甲が他の地方公共団体から職員の派遣を受けて住家被害認定調査等を実施するこ 

ととなった場合において、甲が当該職員に対して実施する研修を補助する業務 

（４）前３号に掲げるもののほか、甲が必要があると認める業務 

（住家被害認定調査員の要件） 

第４条 乙は、住家被害認定調査業務等のため、次に掲げる要件のいずれにも該当する者を

住家被害認定調査員として甲に派遣する。 

（１）乙又は公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の会員である不動産鑑定士であ 

ること。 

（２）住家被害認定調査に関する研修会を受講していること。 

（指揮） 

第５条 乙は、住家被害認定調査業務等の遂行及び連絡調整について、甲が指定する者の指
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揮に従う。 

（報告） 

第６条 乙は、第２条第１項の規定による要請に基づき協力したときは、住家被害認定調

査等協力報告書（別記様式第２号）により甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 第２条第１項の規定による要請に基づき乙が住家被害認定調査等を実施した場合

に要する次に掲げる費用は、甲の負担とする。 

（１）住家被害認定調査員の派遣に係る交通費 

（２）住家被害認定調査員の日当 

（３）その他甲が特に必要と認める費用 

２ 前項第２号の日当の額については、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年東京都条例第５６号）別表１に規定する一般業務に従事する者の日額として定め

られる額に準じ、１人につき２１，９００円（消費税は別途）を基本として甲乙協議の上、

決定する。 

（請求及び支払） 

第８条 乙は、前条第１項に規定する費用を甲に請求する場合は、住家被害認定調査等協力

費用請求書（別記様式第３号）を提出するものとする。 

２ 甲は、前項に規定する請求があった場合は、速やかに当該請求に係る費用を支払うもの

とする。 

（研修会への参加） 

第９条 甲又は乙が住家被害認定調査に関する研修会を開催する場合は、甲の職員及び乙

の会員は、甲及び乙が別途定める所定の手続きにより当該研修会等に参加することがで

きる。 

（秘密の保持等） 

第１０条 乙は、甲の承諾なく、住家被害認定調査等の遂行に当たり知りえた個人情報等の

秘密情報を第三者に対して開示し、若しくは漏えいし、又は住家被害認定調査等以外の目

的に利用してはならない。 

２ 乙は、前項に規定する秘密の保持等に係る業務を乙の会員に遵守させるものとする。 

（損害賠償） 

第１１条 甲は、第２条第１項の規定による要請に基づき乙が派遣した住家被害認定調査

員が住家被害認定調査業務等に従事したことにより、当該業務に従事したものが死亡し、

負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは疾病に

より死亡し、若しくは障害の状態になったときは、足立区防災の業務に従事した者の災害

補償に関する条例（昭和３６年足立区条例第１４号）の規定に準じ、その損害を補償する

ものとする。ただし、当該者が他の法令による療養その他の給付若しくは補償を受けたと

き又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事由については、
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その受けた限度において損害補償の責めを免れるものとする。 

 （防災訓練） 

第１２条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加し、及び協力す

るものとする。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和６年３月３１日までとする。ただ

し、当該期間満了の３月前までに、甲又は乙から解除又は変更の申出がないときは、当該

期間は、さらに１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 甲又は乙は、この協定の有効期間中であっても、協議の上、この協定を改定することが

できるものとする。 

（協議） 

第１４条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項につ

いては、甲乙協議の上、決定する。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

令和６年１月２２日 

東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

甲 足立区

代表者 足立区長 近藤 弥生

東京都港区虎ノ門五丁目１２番１号 虎ノ門ワイコービル３階 

乙 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

代表者 会  長 佐藤 麗司朗
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 
民間協定旅館「フォレストリゾート ゆがわら水の香里

か お り

」の区民優遇内容

の変更（値下げ）について 

所管部課名 地域のちから推進部地域調整課 

内 容 

「フォレストリゾート ゆがわら水の香里」の料金改定（値下げ）に伴い、

区民優待料金を以下のとおり変更し区民優遇を継続する。 

１ 対象施設 

フォレストリゾート ゆがわら水の香里

（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上６１４） 

２ 協定期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（協定内容に変更がない場合は、協定を更新） 

３ 優待料金表(一泊２食付 消費税込)  （単位：円） 

平日 休前日 特別日 年末年始 

大人 

(中学生以上) 

令和５年度 14,850 17,820 20,790 23,760 

令和６年度 13,365 16,335 19,800 22,770 

改定差額 △1,485 △1,485 △990 △990

一般料金 

（参考） 
14,850 18,150 22,000 25,300 

小学生 

令和５年度 10,395 12,424 14,553 16,632 

令和６年度 9,356 11,435 13,860 15,939 

改定差額 △1,039 △989 △693 △693

一般料金 

（参考） 
10,395 12,705 15,400 17,710 

幼児 

(３歳以上～

小学生未満) 

令和５年度 7,425 8,910 10,395 11,880 

令和６年度 6,683 8,168  9,900 11,385 

改定差額 △742 △742 △495 △495

一般料金 

（参考） 
7,425 9,075 11,000 12,650 
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４ 区民利用者数（令和５年１２月末日時点） 

令和５年度 ４９人 〈総利用者数：１０，２３０人〉 

【参考】平成２９年度から令和４年度までの区民利用者数 

（単位：人） 

区民利用者 一般利用者 総利用者 

平成２９年度 303 22,492 22,795 

平成３０年度 271 21,565 21,836 

令和 元年度 217 20,605 20,822 

令和 ２年度  63 11,469 11,532 

令和 ３年度  25 11,816 11,841 

令和 ４年度  62 15,307 15,369 

５ 今後の方針 

 あだち広報（３月１０日号）や区ホームページに掲載するほか、区民事

務所・地域学習センターにポスターを掲示し周知を図る。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 令和５年度定点調査（路上喫煙者数及びごみ量）の結果について 

所管部課名 地域のちから推進部地域調整課 

内 容 

主要駅周辺等における路上喫煙者数及びごみ量について、以下のとおり定

点調査を実施したので報告する。 

１ 実施日時 

令和５年８月～９月、１１月～１２月の木・金曜日（４日間実施） 

路上喫煙者数調査：午前７時３０分～午前８時３０分 

 午後５時３０分～午後６時３０分 

ご み 量 調 査：午後５時００分～午後５時３０分 

２ 実施場所 

主要駅（北千住、綾瀬、西新井、竹ノ塚、五反野、梅島）周辺等 

３ 調査結果（主要駅周辺） ※ 推移は別紙２参照 

（１） 路上喫煙者数（４日間の平均値）

禁煙特定区域

指定前 

Ａ 

令和 

４年度 

Ｂ 

令和 

５年度 

Ｃ 

ＡからＣ

の減少率 

ＢからＣ

の増減率 

北千住 ※417.30 人 5.75 人 3.50 人 99％減少 39％減少 

綾 瀬 255.75 人 4.25 人 4.50 人 98％減少  6％増加 

西新井 148.25 人 7.75 人 4.75 人 97％減少 39％減少 

竹ノ塚 109.75 人 2.00 人 2.00 人 98％減少 増減なし 

五反野 109.75 人 6.00 人 9.75 人 91％減少 63％増加 

梅 島 219.50 人 7.75 人 1.75 人 99％減少 77％減少 

※ 禁煙特定区域指定前の北千住（平成１８年度）のみ、３日間の平均値

（２）ごみ量（４日間の合計値）

ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ･

ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ運動

開始前 Ａ

令和 

４年度 

Ｂ 

令和 

５年度 

Ｃ 

ＡからＣ

の減少率 

ＢからＣ 

の増減率 

北千住 569 個 391 個 388 個 32％減少 1%減少 

綾 瀬 3,050 個 192 個 404 個 87%減少 110％増加 

西新井 968 個 192 個 228 個 76%減少 19%増加 

竹ノ塚 1,064 個 136 個 137 個 87%減少 1%増加 

五反野 ※496 個 425 個 490 個 1%減少 15%増加 

梅 島 ※580 個 185 個 77 個 87%減少 58%減少 

※ 五反野・梅島は定点調査開始時（平成２３年度）の数値
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４ 結果概要 

（１）「路上喫煙者数」は調査開始時と比べ、全ての駅周辺で大幅に減少し

ているが、２駅周辺で前年を上回り、特に五反野の増加率が高い。 

（２）「ごみ量」はビューティフル・ウィンドウズ運動開始前と比べ減少し

ているが、４駅周辺で前年を上回っている。 

（３）「ごみ量」は綾瀬の増加率が高く、特に西口周辺でのたばこの吸い殻

のポイ捨てが多い。 

（４）五反野は、令和４年度から調査箇所を１箇所（駅前ロータリー）追加

しており、今回の調査では、路上喫煙者数、ごみ量ともに駅前ロータリ

ーでの数値が高い。 

５ 問題点・今後の方針 

（１）路上喫煙者数やたばこのポイ捨てが多かった地点において、重点的

に迷惑喫煙防止のパトロールを強化し、路上喫煙やたばこのポイ捨ての

さらなる減少を目指していく。 

（２）清掃美化団体、ごみゼロ地域清掃活動、ソロクリーン活動など団体

や個人での清掃活動を積極的にＰＲしていく。 

（３）令和６年度中に、現在の禁煙特定区域を駅周辺一帯に拡大していく予

定であり、そのタイミングでの五反野駅前ロータリーの禁煙特定区域化

を実施する方針である。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 ウクライナ避難民支援イベントの開催結果について

所管部課名 地域のちから推進部地域調整課 

内 容 

ウクライナ避難民支援イベントの開催結果を次のとおり報告する。

１ 日時・場所・内容 

令和６年１月２８日（日） 休日開庁日 

内容 時間 場所 

作品展示・販売 
午前１０時から 

午後 ３時まで 
本庁舎１階 区民ロビー 

ステージ発表
午前１１時から 

午後 ２時３０分まで 
本庁舎２階 庁舎ホール 

２ 主な内容 

（１）作品展示・販売

ア ウクライナ避難民が作成した作品の展示や販売

イ 支援の現状に関するパネル展示

（２）ステージ発表

ア ウクライナ出身アーティストによる歌やダンスの発表

イ 日本のよさこい踊りや剣舞の披露など

展示 民芸品販売  

避難民の作品    モタンカ人形の販売
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オリジナル切手の販売 アクセサリーの販売

よさこい踊り   体験する避難民 

 剣舞 ウクライナステージ

３ 参加人数 

約２８０人（うち避難民は約４０人） 

４ 参加者の声（Ｗｅｂアンケートおよびインタビュー結果） 

（１）避難民の声

ア 先行きが見えない中、こうしたイベントがあるとありがたい。

イ 一緒に踊って楽しむことで、気持ちが楽になり前向きになれた。

ウ 日本人のおもてなしと支援に心から感謝する。

（２）避難民以外の声

ア ウクライナの文化だけでなく、戦争の状況も伝わり心に刺さった。

母国が戦争で苦しんでいると思うが、一日も早く終戦が訪れる事を、

また多くの支援が集まることを願っている。 

イ 避難民が足立区に暮らしていることを初めて知った。言葉や生活の

難しさから、普段の交流はウクライナの人に閉じがちなことを展示で

紹介されており、印象に残った。 

ウ 避難民の支援に繋がるイベントということを、もっと多くの日本人

に知ってもらい参加者が増えるとよい。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 令和５年度ワーク・ライフ・バランス推進企業意見交換会について 

所管部課名 地域のちから推進部多様性社会推進課 

内 容 

ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する「企業同士の情報交換の場づ

くり」のため、次のとおり開催する。 

１ 目的 

ワーク・ライフ・バランスに関わる具体的な取組みに加え、推進企業が

抱える悩み（人材確保・社員の育成等）を共有し、交流を深める。そし

て、今後の企業の取組みに活かしていただくとともに、企業間のネット

ワークづくりの一助とする。

２ 日時・場所 

令和６年３月２２日（金） 午後２時３０分から４時３０分まで 

梅田地域学習センター ３階 第１学習室 

３ 内容 

（１）第１部〔５０分〕

ア 先進企業による女性活躍推進に関する講演〔３５分〕

（大塚製薬株式会社ニュートラシューティカル事業部）

イ 「あだち公的表現ガイド」の企業へのご案内〔５分〕

（多様性社会推進課）

ウ 健康経営に関する取り組みについて〔１０分〕

（こころとからだの健康づくり課）

（２）第２部〔６０分〕

企業同士の意見交換会

※ ２～３班に別れて意見交換、２０分後に班を移動

※ 第１部で講演する大塚製薬株式会社（厚生労働省「えるぼし認定」 

「くるみん認定」取得企業）も参加 

≪参考≫ 

【えるぼし認定】 

女性活躍推進法に基づき「一般事業主行動計画」の策定・届出

を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良

な企業について厚生労働大臣が認定する。 

【くるみん認定】 

次世代育成支援対策推進法に基づき「一般事業主行動計画」の
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策定・届出を行った企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一

定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として厚生労

働大臣が認定する。 

４ 今後の方針 

意見交換会の結果を踏まえ、これからのワーク・ライフ・バランス推進

制度に活かしていく。また、今後も意見交換会を継続していくことで、企

業間の交流による意識の向上を図るとともに、適切なニーズの把握に努め

ていく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡
令和６年２月２８日 

件 名 
（独）日本芸術文化振興会「国立劇場」の連携協定に基づく事業の実施結果

について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内 容 

連携事業として、区民向け「初めての文楽講座」及び「文楽区民無料招待事業」

を行ったので、次のとおり報告する。 

１ 初めての文楽講座(太夫編) 

（１）日時等

実施日時 会場 定員 参加者数 

９月 ９日（土） 

午前１０時～１１時３０分 
勤労福祉会館 

１００人 

(当初50人※) 
８２人 

９月 ９日（土） 

午後 ２時～ ３時３０分 
勤労福祉会館 

１００人 

(当初50人※) 
８３人 

９月１６日（土） 

午前１０時～１１時３０分 
ギャラクシティ  ３０人 ３１人 

９月１６日（土） 

午後 ２時～ ３時３０分 
ギャラクシティ  ３０人 ２４人 

合計 ２６０人 ２２０人 

※ 講座の申込み日初日で定員を超えたため、定員を増やし対応した。

（２）内  容

案内映像(４５分)、太夫と三味線の講義(４５分)

（３）アンケート結果

ア 満足度

９６．６％(大変満足した１５１件、満足した５１件)

イ 主な意見

（ア）お二人の演奏は素晴らしく、感動しました。文楽に興味はあったので

すが、なかなか行くことが出来ませんでした。シアター1010 は近いの

で、是非、鑑賞したいと思います。

（イ）説明と実演がとても上手でわかりやすかった。面白くて、アッという

間でした。

２ 初めての文楽講座(人形編) 

（１）日時等

実施日時 会場 定員 参加者数 

１２月 ６日（水） 

午後１時～１時４５分 

シアター1010

講義室
５０人 ４７人 
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（２）アンケート結果

ア 満足度

１００％(大変満足した３６件、満足した９件)

イ 主な意見

人形が動くしくみがとても良くわかりました。実際の公演を観るのが楽

しみです。 

３ 文楽区民無料招待事業 

（１）日時等

ア 日時

１２月 ６日(水) 午後 ２時公演「文楽鑑賞教室」４０枚 

１２月 ８日(金) 午後 ２時公演「 文 楽 公 演 」５０枚 

１２月 ９日(土) 午前１１時公演「文楽鑑賞教室」８０枚 

１２月１１日(月) 午後 ２時公演「文楽鑑賞教室」４０枚 

１２月１３日(水) 午後 ２時公演「文楽鑑賞教室」４０枚 

イ 会場

シアター１０１０

（２）抽選結果等

公演日 応募人数 当選者数 参加者数 参加率 

１２月 ６日(水) ８０人 ４０人 ３５人 87.5％ 

１２月 ８日(金) １９８人 ５０人 ４６人 92.0％ 

１２月 ９日(土) １６２人 ８０人 ７７人 96.2％ 

１２月１１日(月) ８９人 ４０人 ３８人 95.0％ 

１２月１３日(水) ６５人 ４０人 ３６人 90.0％ 

合計 ５９４人 ２５０人 ２３２人 92.8％ 

（３）アンケート結果

ア 満足度

９６％(大変満足した９１件、満足した６７件)

イ 主な意見

（ア）区内で一流の演者による公演が鑑賞できるなんて夢のようです。

また、こんな素晴らしい劇場があることを誇らしく思います。 

（イ）観たいと思っていた文楽をやっと見られました。近くで上演され

るので、是非、また来たいと思います。 

４ 今後の方針 

次年度も国立劇場側と協議しながら、質の高い伝統芸術に触れる機会を創出 

していく。 

なお、来年度は５月に公演があり、区民の無料招待事業を予定している。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 芸術鑑賞体験事業の実施結果について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内 容 

文化芸術の体験機会が減少している小学生の豊かな心を育むため、全ての

区立小学５年生を対象として芸術鑑賞体験事業を実施したので次のとおり

報告する。 

１ 内容 

（１）劇団四季ミュージカルの鑑賞

（２）演目

「ライオンキング」 （劇場 有 明 四 季 劇 場）

「美 女 と 野 獣」 （劇場 舞浜アンフィシアター）

（３）公演開始時間：午後１時３０分

※ 公演時間 約２時間３０分（休憩あり）

２ 実施日程・参加児童数等 

実施日程 演目 参加校 参加児童数 

１月１９日（金） ライオンキング １１校 ８９７人 

１月２５日（木） 美 女 と 野 獣 １４校 １，１１１人 

２月 ２日（金） ライオンキング １３校 ９３５人 

２月 ８日（木） ライオンキング １４校 ９１３人 

２月 ９日（金） ライオンキング １５校 ９０９人 

合計 ６７校 ４，７６５人 

「有明四季劇場」 「舞浜アンフィシアター」 

１月１９日（金）  １月２５日（木） 
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３ アンケート結果 

芸術鑑賞の前後に、参加児童および教職員へアンケートを実施した。 

なお、鑑賞後のアンケートについては、令和６年２月２０日（火）を 

回答期限としており、２月１６日（金）付の集計値として記載している。 

（１）鑑賞前後の児童アンケート比較

（２）児童アンケート【観る前】(N=４，２９３)

ア 芸術鑑賞は楽しみですか

① そう思う ３，２７７件(７６％） 

② どちらかというとそう思う  ６３９件(１５％) 

③ どちらともいえない    ２５４件( ６％) 

④ どちらかというとそう思わない ４８件(  １％) 

⑤ そう思わない ７５件( ２％) 

イ 芸術鑑賞の感想を誰かに話しましたか ※ 複数回答可

① 家族 ２，９４８件(６９%) 

② 友達 ２，１９４件(５１%) 

③ 先生      ６４２件(１５%) 

④ その他の人     ２５５件( ６%) 

⑤ 特になし ９５５件(２２%) 

楽しみ 

９１％ 

誰かに話した 

７８％ 
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ウ 文化芸術の中で興味のあるものは何ですか ※ 複数回答可

① 音楽  ２，５０９件(５８％) 

② ミュージカル  １，６１５件(３８％) 

③ 伝統芸能(かぶき等)  ５００件(１２％) 

④ 美術  １，３６２件(３２％) 

⑤ 写真 ９０８件(２１％) 

⑥ マジック  ２，３２４件(５４％) 

⑦ 興味がない  ３７４件( ９％) 

⑧ その他   １２８件( ３％) 

映画、ダンス、劇、イラスト、ゲーム、漫才、プログラミング、

人形浄瑠璃 など 

エ 自分でもやってみたいものはありますか ※ 複数回答可

① 音楽 １，７３０件（４０％） 

② ミュージカル ７４５件（１７％） 

③ 伝統芸能(かぶき等)  １８８件（ ４％） 

④ 美術   ８４７件（２０％） 

⑤ 写真   ６５４件（１５％） 

⑥ マジック  ２，０９２件（４９％） 

⑦ その他  ２４４件（  ６％） 

映画、ダンス、劇、イラスト、ゲーム、プログラミング、 

人形浄瑠璃 など 

オ 劇場等に足を運んだことがあるものは何ですか ※ 複数回答可

① 音楽  ９３７件(２２％) 

② ミュージカル ９６９件(２３％) 

③ 伝統芸能(かぶき等)  ２４６件( ６％) 

④ 美術  ５２８件(１２％) 

⑤ 写真  ２２５件( ５％) 
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⑥ マジック   ６９７件(１６％) 

⑦ 観たことがない  ２，２４４件(５２％) 

カ 観たことがないと答えた方の理由は何ですか（N=２，２４４）

※ 複数回答可

① 一緒に見に行く人がいないから １５８件( ７％) 

② 親が文化芸術に興味がないから ２０４件( ９％) 

③ お金がかかるから   ２５０件(１１％) 

④ 情報がないから   １５９件( ７％) 

⑤ コロナだから   １３９件( ６％) 

⑥ 特に理由はない １，５８６件(７１％) 
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（３）児童アンケート【観た後】(N=３，７２４)

ア 芸術鑑賞は、楽しかったですか

① そう思う   ３，２８５件(８８％) 

② どちらかというとそう思う ３０７件( ８％) 

③ どちらともいえない     ９３件( ２％) 

④ どちらかというとそう思わない  １３件( １％)

⑤ そう思わない   ２６件( １％) 

イ また劇場等で観たいと思いますか

① そう思う ２，２６６件(６１％) 

② どちらかというとそう思う  ８０９件(２２％) 

③ どちらともいえない  ４０１件(１１％) 

④ どちらかというとそう思わない ９０件( ２％)

⑤ そう思わない  １５８件( ４％) 

ウ 芸術鑑賞をして自分の気持ちに何か変わったと思いますか

① そう思う  ８７１件(２３％) 

② どちらかというとそう思う    ３８３件(１０％) 

③ どちらともいえない  １，９５８件(５３％) 

④ どちらかというとそう思わない ２０８件( ６％)

⑤ そう思わない  ３０４件( ８％) 

また観たい 

８３％ 

変わった 

３３％ 

楽しかった 

９６％ 
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（ア）自由意見(一部抜粋)

「芸術鑑賞をして自分の気持ちに何か変わったと思う」と答え

た方は、どんなことが変わりましたか 

ａ 私は発表会など、みんなの前で何かをしたりするのがすご 

く苦手でしたが、私も大きい声で舞台に立ちたいと思いました。 

ｂ 自分も舞台に出て芝居をしてみたいと思いました。 

ｃ 同い年くらいの子が活躍しているのを見て、自分も頑張ろ 

うと思えました。 

ｄ 医者や警察官、消防士は人の命や人の幸せを守ったりする 

イメージがあるけど、劇団四季のようなミュージカルも人に幸

せを与えているものだと気がついた。 

ｅ 文化芸術について今までは「興味がある」だけでしたが、今 

回の経験を得て、「文化芸術を守って行きたい」という考えに変

わりました。 

エ 芸術鑑賞の感想を誰かに話しましたか ※ 複数回答可

① 家族 ３，３９９件(９１%) 

② 友達 ２，２４９件(６０%) 

③ 先生      ５０３件(１４%) 

④ その他の人     ３０８件( ８%) 

⑤ 特になし ２０６件( ６%) 

誰かに話した 

９４％ 
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（４）教職員アンケート（一部抜粋）

ア 児童にこのようなミュージカルを見に行ったことがあるかと質問

するとほとんどの子がないと答えていたので、このような事業があ

ると子供たちの情操が高まると思った。 

イ 本物の芸術に触れあう機会のある、足立区の児童は幸せだと思い

ました。今後も続けてください。お願いします。 

ウ 児童も教員も貴重な体験をさせていただいた。劇も迫力があり、

今後の学校生活等で取り入れられる部分は取り入れていきたい。 

エ 暗くなるのが早い時期なので、下校の時間がすごく気になりまし

た。本校は６時に下校でした。 

オ 館内の動きをしっかりと考えてくださったので、トイレは並びは

しましたが動きはスムーズでした。 

カ トイレが混み合っており、特に女子は20分の休憩では大変そうだ

と感じました。 

４ 今後の対応方針 

 劇場でのトイレの利用や退場時の誘導方法など、今回の実施した結果 

を踏まえ、児童の安全に配慮した事業の実施に向け改善を図っていく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 「ジャパンフェスタ ｉｎ ＡＤＡＣＨＩ ２０２４」の開催結果について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内 容 

ギャラクシティ指定管理者が実施した「ジャパンフェスタ ｉｎ ＡＤＡ

ＣＨＩ ２０２４」の開催結果を報告する。 

1 日時及び来場者延べ人数 

日程 
イベント

時間

来場者延べ人数 

（昨年度人数） 

令和６年１月１３日（土） 午前９時 

～ 

午後６時 

２，３４６人（３,７０３人） 

令和６年２月１１日（日） ３，８４７人（３,０３７人） 

令和６年２月１２日（月） ４，０２２人（１,５６０人） 

２ 主な内容 

令和４年度 令和５年度 

イベント内容 参加者数 イベント内容 参加者数 

１ 浅野温子 よみ語り ３０８人 浅野温子 よみ語り ２１１人 

２ こ ども 邦楽体 験

【箏】【三味線】 
７７３人 デーモン閣下と日本

文化 
７３３人 

３ 歌舞伎邦楽入門と

こども歌舞伎 
３１２人 上妻宏光 ニッポン

の楽器ファミリーコ

ンサート

６７７人 

４ 島根神代神楽「天孫

降臨」 
２４８人 こども狂言・こども

神楽発表会 
２１２人 

５ こども俳句ＢＧＭ

付発表会 
５４人 こども活弁発表会 ６２人 

６ ロボットゆうえん

ちｉｎジャパンフ

ェスタ 

６７７人 ギャラクシティ百鬼

夜行 
４１４人 

７ 忍ＪＡｐａｎ！シ

ョー！ 
６９８人 にほんぶようミニ体

験 
１９８人 

８ 忍ＪＡｐａｎ！忍

者 の技 を覚え よ

う！ 

２０２人 にほんのがっきを楽

しもう！ 
５２８人 

※ １「浅野温子 よみ語り」は満席。参加者数は中継会場人数を含む。 

※ ７「にほんぶようミニ体験」、８「にほんのがっきを楽しもう！」

は朝日信用金庫創立１００周年記念事業寄附を活用し実施。

３ 今後の方針 

次年度の開催も検討していく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 
足立区文化芸術劇場（シアター１０１０）の電気料金の過少請求及び追加

請求への対応について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内 容 

シアター１０１０のある千住ミルディスⅠ番館の管理会社である「北千住

都市開発㈱」から、電力供給会社による過少請求があったと報告を受けたた

め、対応について報告する。 

１ 過少請求の経緯 

（１）令和５年３月３１日に、令和５年５月１日から令和６年４月３０日ま

での電気供給契約を、北千住都市開発㈱と電力供給会社の㈱エネットが

締結した。 

（２）令和５年度は電力燃料高騰により、前年度から基本料金単価、夏季単 

価、他季単価等金額が値上げされている。 

（３）㈱エネットが、新契約に基づく単価情報の変更作業を漏らし、前年度 

の単価のまま請求書が発行され、過少請求が発生した。 

２ シアター１０１０の電気料金の支払について

（１）北千住都市開発㈱が、千住ミルディス全体の電気供給契約を電気供給 

会社と締結している。 

（２）電気供給会社からの請求に基づき、北千住都市開発㈱が一括して電気 

料金を支払い、シアター１０１０等テナントは子メーターにより算出さ 

れた電気料金を北千住都市開発㈱に支払う。 

（３）シアター１０１０の光熱水費は、区から指定管理者に概算払で支払い、

指定管理者が北千住都市開発㈱へ支払いを行う。 

（４）年度終了後、北千住都市開発㈱からシアター１０１０への請求書の写 

しを確認のうえ、精算を行う。 

３ 過少請求額（シアター１０１０分） 

４，０６３，９４３円（令和５年５月～１１月分） 

※ 建物全体では２０，６８０，７０５円

４ 今後の方針 

（１）指定管理者との年度協定額を超えた場合は、シアター１０１０の指定

管理者と支払方法等の協定変更を行う。 

（２）新契約に基づき、過少請求額の支払いを行う。

（３）予算の範囲内で対応可能であり、補正予算の必要はない。

（４）北千住都市開発㈱からシアター１０１０への請求書の写しを、毎月、

区に提出することを義務付けて内容を確認する。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 千寿本町小学校温水プール指定管理者変更に伴う臨時休館日について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内 容 

千寿本町小学校温水プールの指定管理者変更に伴う臨時休館日について、

次のとおり報告する。 

なお、指定管理者の引継ぎについては、区職員も立ち会い、確実に実施し

ていく。 

１ 臨時休館日 

令和６年３月３１日（日） 

２ 指定管理者の引継ぎスケジュール 

日程 内容 

１２月２７日 引継ぎ内容の通知【実施済み】 

１月１６日 
第１回引継ぎ会 【実施済み】 

新規、現行事業者と区所管課の顔合わせ 

１～３月 
３カ月×２回／月＝計６回予定 

引継ぎ定例会の開催（区所管課も同席） 

３月３１日 臨時休館 

４月 １日 新指定管理者 運営開始 

３ 利用者等への周知方法 

（１）館内掲示

（２）ホームページ

（３）あだち広報（３月１０日号）

（４）ＳＮＳ（区及び指定管理者）

４ 新規及び現行の指定管理者 

新規事業者 
野村不動産ライフ＆スポーツ・日建総業共同

事業体 

現行事業者 株式会社フクシ・エンタープライズ 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 
令和６年２月２８日 

件 名 東京ヴェルディ㈱連携協定 足立区民観戦デーの実施について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内 容 

東京ヴェルディ㈱との連携協定に基づく足立区民観戦デーについて、

次のとおり報告する。 

１ 日時 

３月１６日（土）午後４時 キックオフ 

２ 対象試合（Ｊ１） 

東京ヴェルディ ＶＳ アルビレックス新潟 

３ 試合会場 

味の素スタジアム（調布市西町３７６－３） 

京王線飛田給駅徒歩５分 

収容人数 ４８，０１３人 

４ 招待内容 

ホーム自由席（最大８，９００席）先着１，０００人無料

小・中・高生 一般 

ホーム自由席

先着１，０００人 

無料 無料 

（８００円） (２，７００円) 

※ 表の（ ）は通常の前売りチケット代金 

※ インターネット申込が必要

ホーム自由席
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５ 申込開始 

令和６年３月１日（金）正午 

東京ヴェルディ専用サイトで申込 

６ 区民参加イベント内容 

足立区民観戦デーに合わせた区民参加イベント（詳細調整中） 

（１）スペシャルクライフコート障がい者運動教室参加者イベント

ア 試合前のグラウンドでのサッカー体験

イ 選手入場時の通路をつくり拍手で迎える「花道」体験

７ ＰＲ方法 

あだち広報２月２５日号、ＨＰ、ＳＮＳ、小中学校へチラシ配付 

※ チラシの制作、各校への配送は、東京ヴェルディが実施

８ その他 

セレモニー、区民参加イベントの内容は、詳細を東京ヴェルディ側

と調整していく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 足立区スポーツ推進委員会６０周年記念事業実施結果について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内 容 

 足立区スポーツ推進委員会発足６０周年を迎えたことを記念し、次のと

おり記念事業を実施した。 

１ ６０周年記念交流ボッチャ大会 

（１）日時

令和５年９月２３日（土・祝） 午後１時開始

（２）場所

総合スポーツセンター大体育室

（３）参加者

２３団体２０３名（現スポーツ推進委員７１名を含む）

区議会、青少年委員会、小・中ＰＴＡ連合会、小・中校長会

総合型地域クラブ、少年団体連合協議会

スポーツ推進委員（ＯＢ含む） 等

２ ６０周年記念式典 

（１）日時

令和６年１月１３日（土） 午後６時開式

（２）場所

浅草ビューホテル

（３）参加者

１６０名（現スポーツ推進委員７８名を含む）

教育長、区議会副議長、青少年委員会、小・中ＰＴＡ連合会

総合型地域クラブ、少年団体連合協議会

スポーツ推進委員（ＯＢ含む） 等

３ ６０周年記念誌発行 

（１）発行日

令和６年１月

（２）発行部数

１，５００部

（３）概要

祝辞、挨拶、主な事業に関する寄稿、各運営部・地域部会の紹介 等
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 
令和６年２月２８日 

件 名 中学生「スポーツ体験デー」の実施結果について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内 容 

中学生がプロスポーツチームをはじめとする様々な競技団体の選手な

どから指導を受け、競技技術の向上の場、及び新たなスポーツを体験する

自己研鑽の場として「スポーツ体験デー」を実施した。 

１ 会場 

総合スポーツセンター 

２ 日時 

令和６年２月１２日（月・祝） 

① 午前 ９時４５分～午前１１時００分

② 午前１１時１５分～午後 ０時３０分

③ 午後 １時３０分～午後 ２時４５分

④ 午後 ３時００分～午後 ４時１５分 各回７５分

３ 参加者数 

参加のべ人数 １６９人／定員 ４４８人 ※初初心者 経経験者 

大体育室 A 大体育室 B 小体育室 多目的 A 多目的 B 

① 

バドミントン 

初 5 経 18 

定員 32 

サッカー

初  2 

定員 20 

バスケット 

ボール 

初 3 経 8 

定員 30 

② 

バドミントン 

経 29 

定員 32 

サッカー

経  0 

定員 20 

バスケット 

ボール 

経  8 

定員 30 

③ 

バドミントン 

初 2 経 14 

定員 32 

バレーボール 

初 9 

定員 20 

バスケット 

ボール 

初 1 経 2 

定員 30 

サッカー

初  0 

定員 30 

野球 

初 5 経 4 

定員 30 

④ 

バドミントン 

経 23 

定員 32 

バレーボール 

経 23 

定員 20 

バスケット 

ボール 

経  6 

定員 30 

サッカー

経  3 

定員 30 

野球 

経 4 

定員 30 

（１）バトミントン

経験者申込が多く②④の時間帯で抽選を実施した。抽選に外れた中

で、①③の時間帯で参加できる生徒は①③の時間で参加した。 

（２）バスケットボール、野球

初心者、経験者ともに参加希望が定員を大きく下回った。希望者は、

指導時間を２枠分に伸ばし、グループ分けを考慮し実施した。 
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（３）サッカー

参加希望者が少なく午前初心者向け、午後を経験者向けに回数を減

らして実施した。 

４ 対象 

区立中学校在校生、区内在住中学生 

５ 指導者 

（１）サッカー

東京ヴェルディ ヴェルディ事業部在籍 元 J リーガー

塗師
ぬ り し

亮
りょう

コーチほか４人、サポート２人

（２）バスケットボール

関東大学バスケットボール連盟所属 江戸川大学監督

粂川
くめかわ

岳
たけ

勤
のり

監督ほか２人

（３）バドミントン

東京都バドミントン協会 女子シングルス元世界ランク１０位

高橋沙也
た か は し さ や

加
か

氏ほか４人、サポート５人

（４）バレーボール

東京ヴェルディ バレーボールチーム所属選手

槌
つち

尾
お

健
たけし

氏ほか２人、サポート１人

（５）野球

㈱読売巨人軍 ジャイアンツアカデミー在籍元プロ選手

井
い

納
のう

翔 一
しょういち

氏ほか７人 

６ 参加者が少なかった原因と思われる要因 

（１）周知方法について

ア 教育委員会の保護者向けメール（ホーム＆スクール）により周知

したが、中学生本人に内容が届いていなかった。 

イ あだち広報やホームページ等での周知や、申込期間を延ばすなど

するとともに、学校を通じたチラシの配付、教員からの声掛けを追

加で試みたが、情報が十分に届かなかった。 

（２）生徒、教員からの意見（教育委員会が副校長に聞き取り）

ア 指導者が知らない人だった、どんな活動なのかわからなかった。

イ 学校での実施ではなかった。会場が遠く行きづらいから。

ウ 一緒に行く友だちがおらず、一人での参加が嫌だったから。

エ ３連休であり、他の予定や定期考査前の勉強を優先した。

７ 今後の方針 

 教育委員会が主催する「足立区中学校部活動地域連携検討協議会」に

おいて、周知方法や実施内容等、参加者が少なかった原因に対する分析

も含め、今後の方向性について意見を求め検討する。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年２月２８日 

件 名 パラスポーツイベントの実施結果について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内 容 

パラスポーツイベントの実施結果について、次のとおり報告する。 

１ パラスポーツ体験会 ～知って、エンジョイ！パラスポデー！～ 

（１）実施日時

令和６年２月４日（日）午前１０時から午後３時３０分まで

（２）会場

総合スポーツセンター

（３）実施内容

ア カーレット（テーブルカーリング）

イ 車いすバスケットボール

ウ ゴールボール（目隠しをしながら鈴の入ったボールを転がして行

う競技）

エ サウンドテーブルテニス（視覚障がい者卓球）

オ 卓球バレー（卓球台の上を板状のラケットでボールを転がして行

う競技）

カ ふうせんバレー（風船を使ったバレーボール）

キ ボッチャ

ク 健康体力測定会

（４）参加人数

ア 延べ参加者数 ７３６人（うち障がい者 １２１人）

イ ボランティア １４人 

（５）主催

足立区、足立区スポーツ推進委員会

（６）協力

足立区視力障害者福祉協会、ＮＰＯ法人カーレットジャパン協会

東京都車いすバスケットボール連盟

２ 第２回あだち「レク・ボッチャ」大会 

（１）実施日時

令和６年２月１８日（日）午後１時から４時３０分まで

（２）会場

総合スポーツセンター
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（３）参加者

ア 参加チーム ２３チーム（当日体調不良により１チーム不参加） 

※ 応募多数（２９チーム）により抽選を実施

イ 参加者数 １０２人（うち障がい者 ３１人） 

ウ ボランティア １０人 

（４）主催

足立区、足立区スポーツ推進委員会
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡

令和６年２月２８日 

件 名 図書館サービスデザイン担当課長の公募結果について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館、総務部人事課 

内 容 

「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第２

項」に基づき、令和５年１１月１４日（火）から１２月１１日（月）ま

で募集を行った図書館サービスデザイン担当課長の選考結果について、

次のとおり報告する。 

１ 申し込み総数 

３８人 

２ 第一次選考 

（１）日付

令和５年１２月２２日（金）

（２）受験者数

３７人

（３）選考内容

「図書館の新たな展開に向けたアイディアと実現方法」をテーマと

した論文試験 

３ 第二次選考 

（１）日付

令和６年１月１１日（木）

（２）受験者数

３人

（３）選考内容

面接試験

４ 採用内定者 

４０代（司書資格を有し公共の図書館で勤務経験のある方） 

５ 任期 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで(５年間) 
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６ 給与月額 

約５３万円（地域手当２０％、管理職手当を含む。） 

初任給は年齢、採用までの職務経験などに応じて、足立区職員の給与 

に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する

規則に基づき決定｡ 

７ 今後の方針 

令和６年度から採用予定の統括図書館専門員と一体となり、既存の 

区立図書館の業務の見直し及び梅田八丁目複合施設における新たな図 

書館サービスの企画、立案、推進を行っていく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡

令和６年２月２８日 

件 名 図書館サービスアドバイザーの委嘱について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内 容 

 図書館サービスアドバイザー（以下、「アドバイザー」という。）の委嘱

について、次のとおり報告する。 

１ 目的 

 足立区における図書館サービスの向上と梅田八丁目複合施設内の図

書館における新たなサービスの企画立案のため、区に必要な助言等を行

うことを目的とする。 

２ アドバイザー

平賀 研也 氏 

日本大学芸術学部非常勤講師（図書館制度・経営論） 

元県立長野図書館長 

梅田八丁目複合施設設計業務委託プロポーザル選定委員 

３ 委嘱予定日 

令和６年３月１日 

４ 任期 

委嘱日から委嘱日の属する年度の末日 

５ 謝礼額 

１時間あたり１０，５００円 

※ 年間１２時間の相談時間を想定

６ 今後の方針 

当該アドバイザーに加えて、令和６年４月から採用する図書館サービ

スデザイン担当課長、統括図書館専門員の力も活用し、区立図書館の業

務の見直しを行っていく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡
令和６年２月２８日 

件 名 
令和６年度の「あだちはじめてえほん」事業における絵本の変更及

び配付方法の変更案について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内 容 

乳幼児の読書習慣定着のため、３～４か月児及び１歳６か月児の健

診時に絵本を配付する「あだちはじめてえほん」事業を実施している。 

令和６年度の実施に際しては、絶版に伴い配付する絵本を一部変更

する。また、配付率の向上のため、配付方法の一部変更を行う（当初

予算案の議決を得られた場合）。 

１ 絶版に伴う絵本の変更ついて（３～４か月児向け） 

現在配付している英語の絵本「ねんねのじかん」が絶版となり、

調達不可となった。このため、令和６年度から同じシリーズの絵本

「おいしー！べーっ！」を配付する。 

（１）選定の理由

「ねんねのじかん」は配付している全４種類の絵本の中で最も

人気が高く（令和４年度実績）、同シリーズの「おいしー！べー

っ！」についても一定の区民ニーズが見込めるため。 

変更前 変更後 

書名 ねんねのじかん おいしー！べーっ！ 

著者/ 

出版社 

レスリー・パトリセリ／著

パイ・インターナショナル
同左（同シリーズ本） 

内容 

寝るまでの過程（お風呂や

歯磨き等）をシーンごとに

描写 

食べものと食べてはいけ

ないもの(クレヨン等)を

対比して描写 

表紙 

 【令和４年度配付実績】 

書名 配付冊数 

ねんねのじかん １,１２５冊 ２６.５％ 

くっついた １,０５７冊 ２４.９％ 

じゃあじゃあびりびり １,０４６冊 ２４.７％ 

いないいないばあ １,０１４冊 ２３.９％ 

合計 ４,２４２冊 １００．０％ 
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２ 絵本の配付方法の変更について（１歳６か月児向け） 

 令和５年８月から１０月に、施設内及び施設付近に絵本の引換施

設（子育てサロン等）がなく、引換率が低迷していた保健センター

２か所（中央本町、東部）にて絵本の出張配付を試行実施した結果、

両センターにおける引換率は８０％を上回った。 

 この結果を踏まえ、令和６年４月から、１歳６か月児の健診日に、

健診会場内にて派遣職員による絵本の出張配付を本格実施する

（当初予算案の議決を得られた場合）。 

（１）試行実施の結果

ア 実施場所

中央本町保健センター、東部保健センター

イ 実施日

令和５年８月から１０月までの１歳６か月児健診の健診日

（中央本町、東部とも４日間） 

ウ 実施方法

中央図書館の職員が両保健センターに出張し、絵本の配付を

行った。 

エ 実施結果

２か所とも、引換率が８０％を超えた。

【令和元年度から４年度までの実績及び５年度の試行結果】 

センター名 中央本町 東部 江北 千住 竹の塚 全体 

最寄の 

引換場所 

徒歩 

10 分 

徒歩 

5 分 

保健所

隣 

保健所

内 

保健所

内 

令和元年度 32％ 44％ 61％ 80％ 88％ 63％ 

令和２年度 35％ 52％ 53％ 71％ 74％ 58％ 

令和３年度 33％ 48％ 50％ 77％ 70％ 56％ 

令和４年度 34％ 55％ 60％ 85％ 81％ 63％ 

令和５年度 

(試行実施) 
82％ 89％ 

３ 今後の方針 

 配付率の向上に向けて、引き続き事業内容の見直しや周知の強化

を図っていく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡

令和６年２月２８日 

件 名 
梅田八丁目複合施設整備用地の工事仮囲いへの亀田小学校児童作品

掲出について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内 容 

 梅田八丁目複合施設整備用地の工事仮囲いの一部壁面を活用し、亀田小

学校児童（６年生１４６名）の作品を掲出する。 

１ 亀田小学校児童の作品掲出 

（１）掲 出 場 所 仮囲い北面（下図参照）

（２）掲 示 時 期 令和６年３月下旬

（３）作品の内容 「新しい図書館や公園でできたら楽しいこと」を児童

が思い思いに描画 

【掲出場所付近の図面】 

２ 今後の予定 

 他自治体の事例なども参考にしながら、引き続き工事仮囲いを活用し

た梅田八丁目複合施設の情報発信を検討していく。 

掲出場所 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡

令和６年２月２８日 

件 名 商業施設への返却用ブックポストの設置について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内 容 

 商業施設への返却用ブックポストの設置について、現在の検討状況を次

のとおり報告する。 

１ 設置目的 

（１）図書館利用者の利便性を向上させ、図書資料貸出の促進を図る。

（２）未返却図書の発生の抑制及び未返却図書の減少を図る。

２ 現在の検討状況 

（１）設置施設

近隣にブックポストがない区内商業施設３か所

（２）設置場所

商業施設内

（３）設置時期（予定）

令和６年３月中旬から下旬

（４）運用時間

各施設の営業時間に合わせて決定

※ 詳細については、各施設との契約手続きが整い次第公表する。 

３ 今後の方針 

（１）令和５年度末までにブックポストの設置が完了するよう、引き続き

商業施設との協議を進めていく。 

（２）あだち広報および区ホームページのほか、各施設内での掲示により

周知を図っていく。 
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